
規則番号 題名

13 杉並区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執⾏に関する規則の⼀部を改正する規則

令和６年杉並区教育委員会規則



 

杉並区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を

改正する規則を公布する。 

 

 

令和６年９月１８日 

 

 

 

 

                 杉並区教育委員会 

 

                   教育長   渋 谷 正 宏 

  



杉並区教育委員会規則第１３号

杉並区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一

部を改正する規則

杉並区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則（昭和４

４年杉並区教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第５号中「並びに同法附則第２条及び第３条の規定並びに」を「及

び」に改める。

附 則

１ この規則は、令和６年１０月１日から施行する。

２ 令和６年９月以前の月分の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令

和６年法律第４７号）第１２条の規定による改正前の児童手当法（昭和４６年法

律第７３号）附則第２条第１項の給付に係る事務については、この規則による改

正後の杉並区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の

規定にかかわらず、なお従前の例による。
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